
  

市街化調整区域で分家住宅の建築を行う場合の必要図書  

（京都市開発審査会付議基準１、包括承認基準１）  

  

１ 次の図書を事前審査時に提出してください。京都市開発審査会に付議する際の図書に

ついては、別途指示します。  

  書類  備考  

⑴  事前審査依頼調書    

⑵  位置図  現住所、開発予定地、その他の所有地等（家族名義、共有名義を含

む。）について、おのおの色分けし、着色してください。  

⑶  全景の写真  開発を行う区域を赤線で囲んでください。位置図にあるすべての土

地、建物の状況がわかる写真を提出し、撮影の位置、方向を示す図書

を添付してください。  

⑷  現況の土地利用図 

（住宅地図等）  

区域を赤線で囲んでください。道路幅員を明記してください。  

⑸  既存建物及び計画建

物配置図  

敷地縦横断の位置を記入のうえ、区域を赤線で囲んでください。  

⑹  敷地縦横断面図  計画建物及び既存建物の位置、Ｇ．Ｈ（現況地盤高）及びＦ．Ｈ

（計画地盤高）を記入してください。区域を赤線で明示してくださ

い。  

⑺  求積図  座標法又は三斜法により求積してください。区域を赤線で囲んでく

ださい。  

⑻  公図  位置図に着色したすべての土地について提出し、区域を赤線で囲ん

でください。  

⑼  土地及び建物登記全

部事項証明書  

現住所の土地、建物（申請者が独立している場合は本家）及び開発

予定地について提出してください。必要と認めるときは、これに加え

て指示します。  

⑽  戸籍謄本  申請者が独立して戸籍を編成している場合は、本家の戸籍謄本につ

いても提出してください。本家の世帯構成員の家族系図もあわせて添

付してください。  

⑾  理由書  新築を必要とする理由、当該地に必要とする理由について、従前の

態様等を具体的かつ詳細に記載してください（実印押印、日付記入。 

当該日から３箇月前までに発行された印鑑証明書添付）。  

⑿  誓約書  予定建築物以外の建築物の建築及び建築物の用途変更並びに売却を

行わない旨等を誓約すること（実印押印）。  

⒀  固定資産税の課税明

細書又は名寄帳の写

し  

  

⒁  その他必要と認める

図書  

  



  

  

２ １の表下線の書類により、下記の⑴～⑸の要件（付議基準１）をすべて満たすことが

明らかであることが判断できる場合は、市長の許可後に、開発審査会へ報告するものと

します。(包括承認基準１)  

  

 

   

⑴ 申請者  

合理的事情の存する世帯構成員（三親等内に該当する者）で、相続若しくは贈与により当該

土地の所有権等を取得した又はする予定の者であること（世帯構成員の婚姻予定者を含む。）。 

また、過去に同一の世帯構成員として同居していた者などであること。  

注）特段の事情により、これに拠り難い場合は、当課へ御相談ください。  

⑵ 申請地  

許可申請の時点において本家たる世帯が、当該市街化調整区域に関する都市計画の決定前か

ら又は２０年以上保有している土地（農業振興地域の整備に関する法律による農業振興地域内

にある土地の交換分合により取得した土地については保有期間が２０年未満のものを含む。）

であり、５００平方メートル以内の規模であること。また、原則としてその位置は、既存集落

又はその周辺の地域であること。  

⑶ 規模等  

住宅として適切なものであること。  

⑷ 住宅建築を必要とする理由  

当該地に建築を必要とする理由について、結婚や介護等の合理的理由があること。  

⑸ 所有地  

原則として市街化区域内に家族名義又は共有名義を含む自己所有地がないこと。  

 ※隣接市町村を含む。  
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